
令和８年度鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，市民自らの発想と行動によって地域の課題を解決していこうという自立性のあ

る市民団体等が実施する公益的な事業に対し，予算の範囲内で補助金を交付するものとし，その補

助金の交付については，鉾田市補助金等交付規則(平成 17 年鉾田市規則第 37 号)に定めるもののほ

か，必要な事項を定めるものとする。 

 

 （補助対象団体） 

第２条 補助金の交付対象団体は，次に掲げるすべてに該当するものとする。 

(1) 自主的，積極的かつ継続的にまちづくり活動を推進する団体であること。 

(2) ５人以上の構成員を有し，構成員の８割以上が鉾田市在住・在勤・在学者であること。 

(3) 主に市内で活動していること。 

(4) 適切な会計処理が行われていること。 

(5) 定款，規約または会則を有していること。 

(6) 鉾田市市民活動団体登録要綱第４条の規定に基づく市民活動団体の登録をしていること。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は，毎年度一団体一事業とし，多くの市民参加が見込まれる，公益

性のある事業で，次に掲げるものとする。 

(1) 市民協働を進めていくために必要と認める事業 

(2) 公益性等が認められ鉾田市のまちづくりに必要と認める事業 

(3) その他市長が必要と認める事業 

２ 前項各号の規定にかかわらず，次のいずれかに該当するものは，対象事業としない。 

(1) この補助金の申請年度に当該事業について鉾田市からの他の補助金，助成金を受けている事業 

(2) 過去に同一の事業で他市町村または団体から補助を受けたことがある事業 

(3) この補助金を既に３回受けたことがある事業 

(4) 当該団体の経常的な運営維持管理に属すると認められる事業 

(5) 政治活動，宗教活動，他の団体を補助する活動，営利を目的とした活動 

 

 （補助対象事業費） 

第４条 補助対象経費は，前条の補助対象事業に要する経費とし，次の経費を除いたものとする。た

だし，市長が特に必要と認めた経費については，この限りではない。 

(1) 当該団体の経常的な運営維持管理経費 

(2) 当該団体構成員に対する人件費，飲食費，謝礼，旅費等 

(3) 飲食費，備品購入費 

(4) 構成員以外の５万円を超える謝礼 

(5) 物品販売に係る経費 

(6) 補助対象事業に要する経費の半分を超える委託費 

 



 （補助金の区分等） 

第５条 補助金の区分及び限度額は別表のとおりとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとするものは，補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添え

て，市長に提出しなければならない。 

２ 前項の交付申請書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。 

（1）事業計画書（様式第２号） 

（2）事業予算書（様式第３号） 

 

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は，前条の規定による申請があったときは，当該申請内容を審査の上，補助金の交付の

適否を決定し，交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付を決定する場合において，補助金の交付の目的を達成す

るために必要があるときは，条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付を申請したものは，前条の規定による通知を受領した場合において，当該通知

に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは，交付の決定のあっ

た日から 10日以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金等の交付の決定は，無か

ったものとみなす。 

 

（変更交付申請） 

第９条 第７条の規定により補助金の交付決定を受けたもの（以下「補助事業団体」という。）は，第

６条の規定により申請した交付申請書の内容を変更しようとするときは，変更交付申請書（様式第

５号）に関係書類を添えて，速やかに市長に提出しなければならない。 

 

（変更交付決定） 

第 10条 市長は，前条の規定により提出された変更交付申請書等の内容を審査し，適当と認めたとき

は補助金の変更交付を決定し，変更交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものと

する。 

 

（実績報告書） 

第 11 条 補助事業団体は，補助事業が完了したときは，その日から 30 日を経過した日若しくは令和

９年３月 31日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第７号）に関係書類を添えて，市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。 

（1）事業実績書（様式第８号） 

（2）事業決算書（様式第９号） 



（補助金の額の確定） 

第 12条 市長は，前条の規定により実績報告書の提出があったときは，その内容を審査し，これを適

当と認めたときは，補助金の額を確定し，確定通知書（様式第 10号）により補助事業団体に通知す

るものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第 13 条 補助事業団体は，前条の規定により補助金の額が確定したときは，請求書（様式第 11 号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，必要と認めるとき，事業の完了前において交付決定された補助金の８割を限度（１万円

未満は切り捨て）として，概算払いにより請求することができる。なお，これを受けようとするとき

は，補助金概算払請求書（様式第 12号）を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金交付決定の取消等） 

第 14条 市長は，補助金の交付決定の通知又は補助金の交付を受けたものが次の各号に該当するとき

は，補助金の交付決定を取り消し，又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるこ

とができる。 

(1) 事業の実施が困難となり，事業等中止承認申請書（様式第 13号）を提出したとき。 

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

(3) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき。 

(4) その他法令等に違反する等補助することが不適当と認められる事実があったとき。 

 

（関係書類の保存） 

第 15条 補助事業団体は，収支に事実を明らかにした証拠書類等を含め，補助事業の経理に関するす

べての書類を整理し，補助事業完了の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第 16条 この要綱に定めるもののほか，その他必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則   

（施行期日） 

１ この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は，令和９年３月 31日限り，その効力を失う。ただし，この要綱の失効の日前に第６条

の規定による補助金の交付申請をした者に対するこの要綱の規定は，なおその効力を有する。 

  



別表 

 

 

◇交付制限  

・１団体につき，ひとつの年度内に１事業のみ補助する 

・原則３年までとする(同一事業) 

  

区 分 補助の対象 補助金額 

市民活動支援 

地域コミュニティなどによ

る市民活動に対して補助を

行ないます。 

当該事業にかかる補助対象経費の３

分の２。ただし，上限を 20万円とす

る。 

地域課題解決型 

事業支援 

地域が抱える課題解決のた

めに行う事業に対して補助

を行ないます。 

当該事業にかかる補助対象経費の３

分の２。ただし，上限を 30万円とす

る。 

若者世代 

まちづくり活動支援 

20～30 代が中心となって行

う，先駆的な事業に対して

補助を行ないます。 

当該事業にかかる補助対象経費の総

額。ただし，上限を 20万円とする。 



様式第１号 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金交付申請書 

 

 

 

    年    月    日 

 

 

鉾田市長       様 

 

 

申請者 住 所 

団 体 名  

代表者名                           印 

 

 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金の交付を受けたいので，令和８年度鉾田市協働のまちづく

り推進事業補助金交付要綱第６条の規定により，関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 申 請 区 分    ①市民活動支援 

                ②地域課題解決型事業支援 

                ③若者世代まちづくり活動支援 

 

２ 事 業 名                    

 

３ 補助金対象経費         金                           円 

 

４ 補助金交付申請額        金                           円 

 

５ 添 付 書 類           事業計画書（様式第２号） 

事業予算書（様式第３号） 

添付資料 



様式第２号 

 

事  業  計  画  書 

 

事 業 名  

事 業 実 施 期 間  

事業目的・概要 

必要性 

 

地 域 課 題 

社 会 的 課 題 

 

事 業 内 容 

 

必要性 

公益性 

実現性 

①対象(だれに) 

②手段(どのように) 

③目標(めざす姿) 

実施体制(実施メンバー) 

団 体 運 営 

 

継続性 

自立性 

①資金確保に向けた取組 

②助成事業終了後の体制・資金確保 

（注）事業企画書など参考資料を添付してください。  



 

事 業 ス ケ ジ ュ ー ル 表  

 

事 業 名  

実 施 年 度 令和  年度 /  実施  年目 

前 期 

実現性 

 

後 期 

実現性 

 

長 期 的 

事 業 計 画 

継続性 

 

事 業 効 果 

成 果 目 標 

将来性 

短期目標 

長期目標 

 

  



様式第３号 

事  業  予  算  書 

収入の部                                                                  （単位：円） 

科 目 予 算 額 内 容 説 明 

協働のまちづくり

推進事業補助金 
  

他の補助金等   

自己資金   

その他   

合 計   

 

支出の部 

科 目 予 算 額 補助対象経費 内 容 説 明 

報償費  
 

 

旅費  
 

 

消耗品費  
 

 

印刷製本費  
 

 

通信運搬費  
 

 

保険料  
 

 

委託費  
 

 

使用料及び賃料  
 

 

その他諸経費  
 

 

  
 

 

合 計  
 

 

 

  



様式第４号 

 

第   号 

       年  月  日 

 

 

（申請者） 

                                様 

 

    

                               鉾田市長                          

 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金について，令

和８年度鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱第７条の規定により，下記のとおり交付す

ることに（下記の理由により不交付と）決定したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 申 請 区 分 

 

２ 事 業 名 

 

３ 交 付 決 定 額      金           円 

 

 ４ 補 助 の 条 件  

 

 ５ 不交付決定理由 

  



様式第５号 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金変更交付申請書 

 

 

 

    年    月    日 

 

 

鉾田市長          様 

 

 

申  請  者  住 所 

        団 体 名  

代表者名                         印 

 

 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金の変更交付を受けたいので，令和８年度鉾田市協働のまち

づくり推進事業補助金交付要綱第９条の規定により，関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 事 業 名 

 

２  交 付 決 定 額         金                         円 

 

３ 変更交付申請額    金             円 

 

４  添 付 書 類          事業計画書（様式第２号） 

 

事業予算書（様式第３号） 

 

添付資料 

  



様式第６号 

第    号 

  年  月  日 

 

 

（申請者） 

                                様 

 

    

                               鉾田市長                          

 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金について，令

和８年度鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱第 10条の規定により，下記のとおり交付す

ることに決定したので通知します。 

 

 

記 

１ 申 請 区 分  

 

２ 事 業 名 

 

３ 交付決定額       金           円 

  



様式第７号 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金実績報告書 

 

    年    月    日 

 

 

鉾田市長                様 

 

 

申 請 者 住 所 

団 体 名 

代表者名                          印 

 

 

         

 

 

  年    月    日付   第      号をもって補助金の交付決定を受けた事業が完了

したので，令和８年度鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金要綱第 11条の規定により，関係書

類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

１ 事 業 名            

 

２  補助金交付決定額        金                         円 

 

３  添 付 書 類          事業実績書（様式第８号） 

 

事業決算書（様式第９号） 

 

添付資料 



様式第８号 

 

事  業  実  績  書 

 

事 業 名 

 

 

 

事 業 期 間 

 

      年    月    日    ～          年    月    日 

 

事 業 目 的 

及 び 効 果 

 

事 業 内 容 

 

（注）事業結果についての参考資料を添付してください。 

  



 

様式第９号 

 

事  業  決  算  書 

収入の部                                                                  （単位：円） 

科 目 決 算 額 内 容 説 明 

協働のまちづくり

補助金 
  

他の補助金等   

自己資金   

その他   

合   計   

支出の部 

科 目 決 算 額 補助対象経費 内 容 説 明 

報償費  
 

 

旅費  
 

 

消耗品費  
 

 

印刷製本費  
 

 

通信運搬費  
 

 

保険料  
 

 

委託費  
 

 

使用料及び賃料  
 

 

その他諸経費  
 

 

  
 

 

合 計  
 

 

 



様式第 10号 

第   号 

       年  月  日 

 

（申請者） 

                                様 

 

                               鉾田市長   

 

                         

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金額確定について 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金につい

て，下記のとおり額を確定したので通知します。 

 

 

記 

                     

１ 交付決定額      金           円 

 

２ 概算払い額      金           円 

 

３ 確 定 額      金           円 

 

４ 差引給付額      金           円 

 

  



様式第 11号 

 

    年  月  日 

 

 

 鉾田市長         様 

  

 

                     申請者 住    所 

                         団 体 名 

                         代表者名               印 

 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金請求書 

 

     年  月  日付   第    号で交付額の確定を受けた鉾田市協働のまちづくり推

進事業補助金について，令和８年度鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱第 13条の規定に

より，下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

１ 交 付 確 定 額     金            円 

 

２ 概 算 払 い 額     金            円 

 

３ 請 求 金 額    金            円 

 

４ 受 領 方 法  

    □ 窓口払 

    □ 口座振替 

銀 行 名          銀行       支店 

口座種類 □ 普 通  □ 当 座 

口座番号  

口座名義  

  



様式第 12号 

    年    月    日 

 

 

鉾田市長                  様 

 

 

申 請 者    住 所  

            

          団 体 名  

 

代表者名               印 

 

 

鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金概算払請求書 

 

 

  年  月  日付   第   号で交付決定を受けた鉾田市協働のまちづくり推進事業

補助金について，令和８年度鉾田市協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱第 13条の規定により，

下記のとおり概算払請求します。 

 

 

記 

１ 事 業 名                             

 

２ 交付決定額     金            円 

 

３ 概算払申請額       金                        円 

 

  ４ 受領方法 

     □ 窓口払 

□ 口座振替 

銀 行 名        銀行         支店 

口 座 種 類  □普 通  □当 座 

口 座 番 号   

口座名義人  



様式第 13号 

 

事業等中止承認申請書 

 

 

    年    月    日 

 

 

鉾田市長                様 

 

 

申 請 者 住 所 

団 体 名 

代表者名                          印 

 

 

  年  月  日付け   第      号で交付決定のあった鉾田市協働のまちづくり推進事業補助

金の交付決定を受けた事業を，下記のとおり中止（廃止）したいので承認してください。 

 

記 

 

１ 事 業 名 

 

２ 事業中止（廃止）の理由 

 

３ 事業の進捗状況 

 

４ 事業を中止する期間 

 

５ 事業実施の見通し 


